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○ 今回の手口は、被害者の携帯電話に直接電話がかかってきており、 
 若い人も被害に遭っています。 
○ 警察官や検察庁職員がホームページへのアクセスを求めたり、個人 
 情報を入力させたり、現金振込をさせることは絶対にありません。 
○ 不審な電話があれば、警察や家族に相談してください！ 

【事案概要】 
 検察庁の××です。 
 あなたの口座が詐欺に使われています。被害
者の方があなたを告訴したいと言っています。
検察庁のホームページで確認してください。 

 犯人から教えられたＵＲＬを入力すると、
偽の検察庁のホームページに繋がり、犯人
の指示通りに「事件番号、氏名」等を入力
すると、画面上に虚偽の事件内容や被害者
の名前が掲示される。 

 あなたの口座に不正な動きがあります。口座
を凍結されたくないなら、こちらの指示に従っ
てください。預金は一時的に別の口座に預ける
だけなので、手数料を含め返金されます。 

犯人の指示通り口座の全額を引き出し、犯人
の指定する口座に振り込み、現金をだましと
られる。 

※ 犯人は、警察官や検察官などを名乗って電話をしてきます。 


